
平成29年12月

(下線部分は改定部分）

新 旧

「千代田区サインガイドライン」　新旧対照表

２－２案内地図に関する指針

（３）情報掲載基準 ※改定箇所のみ記載

２－２案内地図に関する指針

（３）情報掲載基準 ※改定箇所のみ記載

２－１（６）ピクトグラム

ピクトグラムは視覚的な図による表現で内容の伝達を直観的に行うことができ

るため、言語の種別を問わず情報を伝達することができます。

・標準案内用図記号（一部がJIS規格化）のピクトグラムを基本としてください。

ただし、地図内に掲載する情報については、必要に応じ、本ガイドライン

に示すピクトグラムをあわせて使用することが望ましいと考えます。

（P17～19（3）情報掲載基準参照）

・標準案内用図記号になく区独自に作成する必要がある場合は、標準案内用

図記号のイメージを尊重したデザインを作成することが望ましいと考えます。

２－１（６） ピクトグラム

ピクトグラムは視覚的な図による表現で内容の伝達を直観的に行うことができ

るため、言語の種別を問わず情報を伝達することができます。

・標準案内用図記号（一部がJIS規格化）のピクトグラムを基本として下さい

・標準案内用図記号になく区独自に作成する必要がある場合は、標準案内用

図記号のイメージを尊重したデザインを作成することが望ましいと考えます。
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「千代田区サインガイドライン」　新旧対照表

放置自転車禁止サイン

自転車・原動機付自転車を

駐輪しないでください

３－３ ピクトグラム一覧３－３ ピクトグラム一覧

（略）（略）


